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 介護報酬改定等の情報は、ホームページの確認を 

 

○大分県・大分市のホームページに介護報酬改定情報、 

関係ページへのリンクを掲載しています。 

（地域密着型サービスについては、所在地の市町村にご確認ください。） 

○今後、届出様式等については、ホームページに掲載しますので、随時、ご確認ください。 

 

【大分県ホームページ】介護報酬改定・制度改正 

   http://www.pref.oita.jp/site/818/ 

 

【大分市ホームページ】 
 トップページ ＞＞ こんなときには ＞＞ 介護・高齢者 ＞＞ 介護保険サービス等事業者の方へ 
＞＞ 介護保険サービス事業者の方へ ＞＞ 平成２７年度報酬改定について 

 

 厚生労働省令、費用告示、通知、Ｑ＆Ａ、条例等での確認を 

 

○介護報酬改定や人員基準等の改正の具体的内容については、実際に厚生労働省令、費用告示、留

意事項通知等を見て確認するようにしてください。 

 

○介護保険サービス関係の人員、設備及び運営の基準については、条例改正の手続中です。手続が

終わり次第、順次、ホームページに掲載します。（地域密着型サービスについては、所在地の市

町村にご確認ください。）改正の内容については、「ＯＩＴＡかいごだより（平成２７年１月２０

日発行）」をご参照ください。 

 

加算等の届出期限、様式について 

 

○４月の報酬算定に関する届出の提出期限は、従来、支給限度額管理対象となっているサービスに

ついては３月１５日、その他のサービスについては４月１日となっていますが、今回は、現時点

（平成２７年３月２０日現在）において、４月１日までとされています。（今後、さらに延長さ

れる可能性があります。国からの情報が入り次第、お知らせします。） 

 

○また、介護職員処遇改善加算については、本年４月から加算の算定を受けようとする場合は、  
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４月１５日までに加算に係る計画書の案を県知事等に届け出ることとし、４月末までに計画書及

び添付書類を確定させた上で届け出なければならないこととされています。 

 

○加算等の届出については、現在、国からの加算等の届出様式が示されていないものが多く、現時

点で、受け付ける状況にありません。加算等の届出様式については、今後、ホームページでお知

らせします。 

 

 介護報酬改定による利用料等の変更に伴う「重要事項説明書」の取扱いについて 

 

○介護保険サービスに関する契約は、あくまで利用者と事業者との間で締結するものであり、各契

約書及び重要事項説明書に従って、適切に対応してください。 

 

○報酬単価の改定のみの場合においても、少なくとも料金変更について書面で示し、利用者及び家

族に丁寧に説明を行ってください。また、利用者の同意が確認できるようにしてください。 

 

 

 

次の項目の変更については、変更日から１０日以内に変更届と関係書類を提出しなければなりま

せん。 

人事異動等に伴い、運営規程に記載された人数に増減がある場合や、管理者の変更等がある場合

は届出を確実に行ってください。 

 

【変更届の提出が必要な項目】 

 項  目 サービス種類 

１ 事業所の名称及び所在地 全サービス共通 

２ 申請者の名称、主たる事務所の所在地 全サービス共通 

３ 代表者、役員の氏名・生年月日・住所 全サービス共通 

４ 申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等 全サービス共通 

５ 管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 全サービス共通 

６ サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 訪問介護 

７ 

介護支援専門員（介護支援専門員として業務を行う者に限

る。）の氏名及びその登録番号 

特定施設入居者生活介護 

施設系サービス 

居宅介護支援 

８ 
事業所の平面図並びに設備及び備品の概要 設備及び備品については該当

するサービス内容のみ 

９ 

協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該医療機関との

契約内容 

訪問入浴介護 

ショート系サービス 

施設系サービス 

●変更届の提出について 
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【変更届提出時に必要な書類】 

下記のホームページのうち、サービス別ページに掲載された「申請の手引き」をご確認ください。 

 

【ホームページ】介護保険法に基づく事業所、施設の指定・許可・更新・届出手続きについて  

http://www.pref.oita.jp/site/144/kyokasinsei.html 

 

 

 

 

平成２６年４月から平成２７年３月に介護職員処遇改善加算を受給している事業者は、加算届出

単位ごとに、実績報告書の提出が義務づけられています。 

実績報告書と関係書類の提出期限は、平成２７年７月３１日（金）（郵送必着）です。 

提出にあたっての「留意事項」や様式を下記のホームページに記載しておりますのでご確認くだ

さい。 

 

【ホームページ】介護職員処遇改善実績報告書の提出について（平成 2６年度加算分） 

http://www.pref.oita.jp/site/144/zisseki.html 

 

 

 

 

平成２７年４月１日から、介護支援専門員の個人情報の保護を目的として、介護支援専門員証の

記載事項から、住所に関する記載を削除することになります。 

 旧様式の介護支援専門員証（住所記載があるもの）は、当分の間、新様式の介護支援専門員証に

よるものとみなされますので、現時点での手続は不要です。 

 来月以降、介護支援専門員証の有効期間の更新、氏名変更等での書換えまたは紛失等による再交

付の申請をされた方から、随時、住所記載がない介護支援専門員証を交付していきます。 

 住所記載がない介護支援専門員証になりましたら、住所変更時の書換え交付申請は不要となりま

すが、登録事項に係る変更届は引き続き必要ですので、ご留意ください。 

 

10 

福祉用具の保管及び消毒の方法 

※保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合

にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所

在地並びに当該委託等に関する契約の内容 

福祉用具貸与 

 

11 
運営規程（従業員の人数変更等、苦情処理・虐待防止等の

項目追加、営業時間の変更 等） 

全サービス共通 

●介護職員処遇改善加算の実績報告について 

●介護支援専門員証の様式の変更について 

http://www.pref.oita.jp/site/144/kyokasinsei.html
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主任介護支援専門員に対して、継続的な資質向上を図るための定期的な研修受講の機会を確保し、

主任介護支援専門員の役割を果たしていくために必要な能力の保持・向上を図ることを目的として、 

平成２８年度から「主任介護支援専門員更新研修」が開始されます。 

 これに伴い、主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修の研修修了証明書に５年

間の有効期間が設けられることとなっています。 

 なお、これまでに主任介護支援専門員研修を修了された方については、次のとおりの経過措置が

設けられています。 

 

研修修了年度 研修修了証明書の有効期限 

平成２３年度までに修了した方 平成３１年３月３１日まで 

平成２４年度及び平成２５年度に修了した方 平成３２年３月３１日まで 

 

主任介護支援専門員更新研修は、施行規則第１１３条の１８に規定する更新研修を受けた者とみ

なされることから、「介護支援専門員更新研修（専門研修課程Ⅱ）」の受講については免除されます。 

 また、主任介護支援専門員更新研修の修了者の介護支援専門員証については、主任介護支援専門

員研修修了証明書の有効期間に置き換えて交付することになります。 

 主任介護支援専門員の方や特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所におかれまして

は、特にご留意ください。 

 

 

 

 

 高齢者に対する悪質商法が社会問題になっています。 

 大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）では、悪質商法対策など、消費生活に関する

出前講座を実施しています。 

 地域における勉強会、学校や事業所での研修会など、さまざまな年代、人数に応じた講座を準備

しており、無料で県内のどこへでも出かけていきます。少人数でも受け付けていますので、お気軽

に申し込みください。 

 

詳細については、下記のホームページをご覧ください。 

 

【ホームページ】消費者啓発出前講座実施中！（消費生活・男女共同参画プラザ）  

    http://www.pref.oita.jp/site/syohi/demae-kouza.html 

 

●悪質商法から高齢者を守るための出前講座について 

 

 

 

●主任介護支援専門員研修の研修修了証明書の有効期間について 

 

 

 

http://www.pref.oita.jp/site/syohi/demae-kouza.html
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 介護関連施設・事業所等において使用されている可能性のあるリコール製品に以下のものがあり

ます。見つけた場合は、すぐに 

○製品の使用を停止してください。 

○メーカー等各社へ連絡してください。 

 

 

●介護関連施設等に関するリコール製品の情報について 

 

 

 


